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開会（開議）  午前１０時００分 

 

○議長（酒永光志君）  ただいまから、令和７年第１回江田島市議会定例会第２日目

を開きます。 

 ただいまの出席議員は１４名であります。 

 沖議員、沖元議員から欠席する旨、届出がありました。 

 定足数に達していますので、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

 

日程第１  議案第１０号～日程第３  議案第１８号 

 

○議長（酒永光志君）  この際、日程第１、議案第１０号 江田島市部等設置条例等

の一部を改正する条例案についてから、日程第３、議案第１８号 江田島市非常勤消防

団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例案についてまでの３議

案を一括議題とします。 

 本件は、総務文教常任委員会に付託となっていたものであります。 

 よって、平川博之総務文教常任委員長の報告を求めます。 

 平川総務文教常任委員長。 

○総務文教常任委員会委員長（平川博之君）  おはようございます。 

 それでは、総務文教常任委員長報告を行います。 

 総務文教常任委員長報告。 

 令和７年２月２８日。 

 今定例会において、総務文教常任委員会に審査付託となりました議案３件について、

その審査と経過と結果を御報告申し上げます。 

 本委員会では、去る２月１９日に委員会を開催し、担当部長等の出席を求め、慎重に

審査いたしました。 

 議案第１０号 江田島市部等設置条例等の一部を改正する条例案について、議案第１

１号 江田島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び江田島市職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正する条例案について、議案第１８号 江田島市非常勤消防団員

に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例案については、審査の結果、

いずれも全員一致をもって原案のとおり可決してよいものと決しました。 

 審査の過程において、各委員から述べられた指摘及び意見について、その主なものを

申し上げます。 

 議案第１０号 江田島市部等設置条例等の一部を改正する条例案は、内部組織の再編

成を通じて行政サービスの質を向上させ、市民の利益を最大化することを目的としてい

ます。このため、行政の効率化を図るとともに職員の能力を最大限に活用して、市民サ

ービスのさらなる向上に努めていただきたい。 

 以上述べました事項のほか、審査の過程において各委員から述べられた指摘及び意見

についても、今後十分に反映していただくよう要望し、委員長報告を終わります。 
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○議長（酒永光志君）  これをもって、平川博之総務文教常任委員長の報告を終わり

ます。 

 これより委員長報告に対する一括質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結します。 

 これより、それぞれの議案について、討論と採決を行います。 

 議案第１０号 江田島市部等設置条例等の一部を改正する条例案について討論を行い

ます。 

 本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第１１号 江田島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び江田島市職

員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案について討論を行います。 

 本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、第１８号 江田島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一

部を改正する条例案について討論を行います。 

 本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結します。 
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 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第４  議案第１２号～日程第６  議案第１７号 

 

○議長（酒永光志君）  この際、日程第４、議案第１２号 江田島市国民健康保険税

条例の一部を改正する条例案についてから、日程第６号、議案第１７号 江田島市下水

道条例及び江田島市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例案についてまでの

３議案を一括議題とします。 

 本件は、産業厚生常任委員会に付託となっていたものであります。 

 よって、長坂実子産業厚生常任委員長の報告を求めます。 

 長坂実子産業厚生常任委員長。 

○産業厚生常任委員会委員長（長坂実子君）  それでは産業厚生常任委員長報告を行

います。 

 今定例会において産業厚生常任委員会に審査付託となりました議案３件について、そ

の審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本委員会では、去る２月２０日に委員会を開催し、担当部長等の出席を求め、慎重に

審査いたしました。 

 議案第１２号 江田島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案について、議案

第１５号 江田島市特別会計条例の一部を改正する条例案について、議案第１７号 江

田島市下水道条例及び江田島市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例案につ

いては、審査の結果、いずれも全員一致をもって原案のとおり可決してよいものと決し

ました。 

 審査の過程において、各委員から述べられた指摘及び意見について、その主なものを

申し上げます。 

 議案第１２号 江田島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案については、令

和７年度標準保険税率の確定に伴う国民健康保険税の税率、税額改正を行う条例案です。

国民健康保険制度については、平成３０年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、

安定的な財政運営や効率的な事業運営に努めているものの、被保険者数の減少や若年世

代の負担の増加など、構造的課題を抱える国保制度を取り巻く環境は依然厳しく、今後

も保険税負担の増加が見込まれます。 

 広島県においても、全国知事会を通して国に財政支援を行うよう要望していますが、

引き続き、市としても要望活動を続けていただくよう求めます。 

 以上述べました事項のほか、審査の過程において各委員から述べられた指摘及び意見

についても、今後十分に反映していただくよう要望し、委員長報告を終わります。 

○議長（酒永光志君）  これをもって、長坂実子産業厚生常任委員長の報告を終わり
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ます。 

 これより委員長報告に対する一括質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結します。 

 これより、それぞれの議案について討論と採決を行います。 

 議案第１２号 江田島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案について討論を

行います。 

 本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第１０号 江田島市特別会計条例の一部を改正する条例案について討論を

行います。 

 本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第１７号 江田島市下水道条例及び江田島市農業集落排水処理施設条例の

一部を改正する条例案について討論を行います。 

 本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 
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 本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第７  議案第１９号～日程第１６  議案第２８号 

 

○議長（酒永光志君）  この際、日程第７、議案第１９号 令和６年度江田島市一般

会計補正予算（第７号）から、日程第１６号、議案第２８号 令和６年度江田島市下水

道事業会計補正予算（第３号）までの１０議案を一括議題とします。 

 本件は、予算決算常任委員会に付託となっていたものであります。 

 よって、上松英邦予算決算常任委員長の報告を求めます。 

 上松英邦予算決算常任委員長。 

○予算決算常任委員会委員長（上松英邦君）  今定例会において、予算決算常任委員

会に審査付託となりました議案１０件について、その審査の経過と結果を御報告申し上

げます。 

 本委員会では、付託された議案について、二つの分科会に委嘱し、２月１９日に総務

文教分科会、２月２０日に産業厚生分科会を開催し、担当部長等の出席を求め、慎重に

審査いたしました。 

 議案第１９号 令和６年度江田島市一般会計補正予算（第７号）から議案第２８号 

令和６年度江田島市下水道事業会計補正予算（第３号）までについては、審査の結果、

いずれも全員一致をもって原案のとおり可決してよいものと決しました。 

 審査の過程において、各委員から述べられた指摘及び意見について、その主なものを

申し上げます。 

 議案第１９号 令和６年度江田島市一般会計補正予算（第７号）については、予算編

成の際に緻密な積算を行い、予算の減額を最小限に抑えるよう努められたい。また、持

続可能な財政の確立に向けて、安定した歳入確保の取組を検討し、財政調整基金に依存

しない財政運営を目指していただきたい。 

 議案第２２号 令和６年度江田島市介護保険（保険事業勘定）特別会計補正予算（第

３号）における一般介護予防事業のポイント交換事業に関する介護予防活動奨励品の減

額補正については、執行率が低い状況が続いているため、実績を基に原因を再分析し、

適正な予算規模への見直しを図られたい。 

 以上、述べました事項のほか、審査の過程において、各委員から述べられた指摘及び

意見についても、今後十分に反映していただくよう要望し、委員長報告を終わります。

よろしくお願いをいたします。 

○議長（酒永光志君）  これをもって、上松英邦予算決算常任委員長の報告を終わり

ます。 

 これより委員長報告に対する一括質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結します。 

 これより、それぞれの議案について討論と採決を行います。 

 初めに、議案第１９号 令和６年度江田島市一般会計補正予算（第７号）について討

論を行います。 

 本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結します。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第２０号 令和６年度江田島市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

について討論を行います。 

 本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第２１号 令和６年度江田島市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

について討論を行います。 

 本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結します。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  

（賛成者起立） 

 起立多数です。 



 

－５５－ 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第２２号 令和６年度江田島市介護保険（保険事業勘定）特別会計補正予

算（第３号）について討論を行います。 

 本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結します。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第２３号 令和６年度江田島市介護保険（介護サービス事業勘定）特別会

計補正予算（第２号）について討論を行います。 

 本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第２４号 令和６年度江田島市港湾管理特別会計補正予算（第１号）につ

いて討論を行います。 

 本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第２５号 令和６年度江田島市地域開発事業特別会計補正予算（第１号）

について討論を行います。 



 

－５６－ 

 本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第２６号 令和６年度江田島市宿泊施設事業特別会計補正予算（第３号）

について討論を行います。 

 本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第２７号 令和６年度江田島市交通船事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて討論を行います。 

 本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第２８号 令和６年度江田島市下水道事業会計補正予算（第３号）につい

て討論を行います。 

 本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 



 

－５７－ 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

散 会 

 

○議長（酒永光志君）  以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 これにて散会します。 

 なお、次回は３月３日午前１０時に開会しますので、御参集願います。 

 本日は御苦労さまでした。 

                            （散会 １０時２５分） 


